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Ⅰ 事業者指導課（訪問居宅事業者係）からのお知らせ 

 

１ 各種申請・届出書類の提出期限について 

（１）指定更新申請 

○ 対象事業所 ：指定有効期間（６年間）を満了する事業所 

○ 提出期限  ：指定有効期間満了日の前月末日 

○ 提出書類  ：指定更新申請書、添付書類 

 

（２）変更届 

○ 対象事業所 ：指定（更新）時の届出内容を変更する事業所 

○ 提出期限  ：変更日から１０日以内 

○ 提出書類  ：変更届出書、添付書類 

 

※届出が必要な事項については、手引き「変更届（必要書類・提出方法）」をご参照

ください。 

※事業所の所在地及び平面図の変更については、事前協議が必須ですのでご注意く

ださい。 

 

（３）体制届 

○ 対象事業所 ：加算等を新たに算定（又は区分変更）する事業所 

○ 提出期限  ：算定開始日の前月１５日 

○ 提出書類  ：体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、添付書類 

 

※届出が必要な加算等については、手引き「体制届（必要書類・提出方法）」をご参

照ください。 

※加算等の要件を満たさなくなった場合は、速やかに届出を提出してください。な

お、この場合は、事実発生日から加算等を算定できません。 

 

２ 自己点検シートの実施について 

事業者の法令順守の取り組みの１つとして、自己点検シートをご活用ください。 

 

３ 各種様式及び資料について 

  下記の岡山市事業者指導課ホームページに掲載しています。 

○ 各種様式等の掲載先ＵＲＬ 

 https://www.city.okayama.jp/soshiki/16-3-1-0-0_9.html 

 

○ 検索ワード 

 「岡山市 事業者指導課 介護保険事業所 トップページ」 

 
４ 疑義照会（ご質問）について 

  ご質問は、「質問票」へ内容とご連絡先をご記入の上、Ｅメール又はＦＡＸでお問い

合わせください。 

お知らせ 
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  〇 質問票の書式（エクセル）掲載先ＵＲＬ 

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022930.html 

  〇 検索ワード  「岡山市 事業者指導課 質問票」 

  ○ 送信先アドレス ji2_shidou@city.okayama.lg.jp 
○ ＦＡＸ     ０８６－２２１－３０１０ 
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Ⅱ 主な関係法令・通知等  

・介護保険法（平成9年法律第123号） 
  ・介護保険法施行令（平成10年政令第412号） 

  ・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号） 

  ・岡山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

  （平成24年市条例第85号） 

 ・岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス 

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

  （平成24年市条例第90号） 

  ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 （平成12年厚生省告示第19号） 

 ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

                           （平成18年厚生労働省告示第127号） 

  ・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

  （平成11年老企第25号） 

  ・介護保険法に基づき条例で制定された指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の 

基準について（平成25年岡事指第1221号） 

  ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理 

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する 

基準の制定に伴う実施上の留意事項について           （平成12年老企第36号） 

 ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事

項について  （平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号） 

 ・厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 

(平成11年厚生省告示第93号) 

 ・厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が 

定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目 

(平成11年厚生省告示第94号) 

 ・介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年老企第34号) 

 ・「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が 

定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」及び「介護保険の 

給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正等に伴う実施上の留意事 

項について  (平成21年老振発第0410001号) 

 ・複数の福祉用具を貸与する場合の運用について（平成27年3月27日付老振発第0327第3号） 

 ・介護給付費明細書に記載する福祉用具貸与の商品コードについて 

（平成29年10月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡） 

 ・「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について 

（平成29年10月19 日付老高発1019第1号・老老発1019第1号） 

 ・平成30年度以降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について 

（平成30年4月17日付厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



※前出の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等でご確認ください。 

 文献: 介護報酬の解釈 １単位数表編  令和３年４月版（発行：社会保険研究所）･･･青本 

    介護報酬の解釈 ２指定基準編  令和３年４月版（発行：社会保険研究所）･･･赤本 

    介護報酬の解釈 ３ＱＡ・法令編 令和３年４月版（発行：社会保険研究所）･･･緑本 
 
 ホームページ 

 ・厚生労働省 法令等データベースシステム 

   https://www.mhlw.go.jp/hourei/ 

 ・厚生労働省 令和３年度介護報酬改定について 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html 

 ・厚生労働省 介護サービス関係Ｑ＆Ａ 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/

     qa/index.html  

 ・厚生労働省 福祉用具 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html  
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Ⅲ 人員・設備・運営に関する基準  

〔岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例： 

平成24年12月19日市条例第85号〕 

〔岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例： 

平成24年12月19日市条例第85号〕 

 

 

１ 総則 

 

■用語の定義 〔解釈通知〕 

・「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の従業者が勤務す

べき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）で除することにより、

当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

ただし、男女雇用機会均等法 第１３条第１項に規定する措置（以下「母性健康管

理措置」という。）、又は育児・介護休業法 第２３条第１項、同条第３項又は同法

第２４条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所

定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、３０時間以上の勤務

で、常勤換算方法の計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたも

のとし、１として取り扱うことを可能とする。 

・「勤務延時間数」 

  勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間、又は当該事業に係るサ

ービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として、明確に位置

づけられている時間の合計数とする。 

なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事

業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数（常勤換算 1.0）を上限とする。 

・「常勤」 

  当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者

が勤務すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）に達してい

ることをいう。 

ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置

が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整

っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り

扱うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所

の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、

それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれ

ば、常勤の要件を満たすものであることとする。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法 第

６５条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・

介護休業法 第２条第 1号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条

第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第２３条第 2 項の育

児休業に関する制度に準ずる措置等による休業（以下「育児休業に準ずる休業」と

いう。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複

数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満た

すことが可能であることとする。 

5



・「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこ

とをいう。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における

勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

■出張や休暇の取扱い 〔緑本Ｑ＆Ａ〕 

 ・常勤の従業者の休暇等の期間については、その期間が暦月で１月を超えるものでな

い限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱う。 

・非常勤の従業者の休暇や出張の時間は、サービス提供に従事する時間とは言えない

ので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 

 

■指定居宅サービスの事業の一般原則 

・指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスを提供するに当たっては，法第 118

条の 2 第 1 項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ

有効に行うよう努めなければならない。 

・介護保険等関連情報 〔解釈通知〕 

「科学的介護情報システム（LIFE：Long-term care Information system For 

Evidence）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック情報を活用することが望

ましい。 

 

２ 基本方針 

 

■基本方針 
（福祉用具貸与・特定福祉用具販売） 

 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福

祉用具（特定福祉用具）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具(特定福祉用具）を貸

与（販売）することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するととも

に、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければなりません。 

（介護予防福祉用具貸与） 

指定介護予防福祉用具貸与の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常

生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた

適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者

の生活機能の維持又は改善を図るものでなければなりません。 

（特定介護予防福祉用具販売） 

特定介護予防福祉用具販売の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常

生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた

適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販

売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向

上を目指すものでなければならない。 

 

 

３ 人員に関する基準 

  

■福祉用具専門相談員の員数 

・常勤換算方法で２以上の員数の福祉用具専門相談員を配置すること。 
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管理者が福祉用具専門相談員でない場合は、管理者とは別に常勤換算方法で2以上の員数の福祉

用具専門相談員が必要となる。 

・開設法人は、基準を遵守した福祉用具専門相談員の配置に努めること。 
 
（参考） 

・福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の指定を

併せて受け、事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、福祉用具専

門相談員は常勤換算方法で２人をもって足りるものである。 

※常勤換算の算出時においては、当該事業に係るサービスに従事する勤務時間を用いること。 

法人での雇用契約の内容が常勤でも、事業所に常勤で勤務していないなら「非常勤」。 

※無資格者にサービス提供させたとして、取消処分の事例有り 
 
（参考） 

※【資格】保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義

肢装具士、福祉用具専門相談員指定講習会修了者 

  （養成研修修了者については、平成28年3月31日で経過措置が終了しているため、資格要件を満

たしません）                           

・常勤・非常勤を問わず、労働契約の締結に際し、従業者に賃金、労働条件（雇用期間、就業場所、従

事する業務（兼務の職務）、勤務時間等）を明示すること。(労働基準法第15条) 

・労働条件通知書、雇用契約書を作成し、交付すること。 

・法人代表、役員が管理者又は従業者となる場合も、就業場所、従事する業務、勤務時間等を明らか

にすること。 
 

※事業所ごとに福祉用具専門相談員の日々の勤務時間、常勤･非常勤の別、管理者との兼務関係等

を明確にするためにも必要である。 

 

■管理者 

  ×管理者が常勤・専従の要件を満たしていない。 

 ・管理者は、専らその職務に従事する常勤の管理者が原則。 

  管理上支障がないと認められる場合に限り①又は②との兼務可能です。 

① 当該事業所の福祉用具専門相談員の職務 

② 同一敷地内（又は道路を隔てて隣接する等）にある他の事業所、施設等の職務。（管理業務

とする。） 

※他の事業所の利用者に対してサービス提供を行う業務との兼務は不可。 

 

 

４ 設備に関する基準 

 

■設備及び備品等 

・専用の部屋又は区画であること。 

・事務室、相談室、（福祉用具貸与については、福祉用具の保管スペース、消毒用器材）を適切に備え

ていること。 

〇福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与事業所の設備及び備品基準  

・清潔であること。 

・既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を明確に区分すること。 

・消毒のために必要な器材は、当該事業所で取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて、適切な消

毒効果を有するものであること。 
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※外部委託により利用者宅への搬入、搬出を直接行うことを想定している事業者であっても、

深夜の引き上げ、早朝の搬入等で事業所に一時的に保管する場合は、清潔維持の観点から保

管庫を設置するのが望ましい。 

  ※福祉用具の運搬の際は、引き上げ、搬入の用具が入り混じって積載されることがないよう適

切な措置を講じること。 

 

 

５ 運営に関する基準 

 

■内容及び手続の説明及び同意  

  【重要事項説明書で定める事項】 

①事業所の運営規程の概要 

   ②福祉用具専門相談員の勤務の体制 

   ③事故発生時の対応 

   ④苦情処理の体制 

   ⑤利用者から事業所への緊急連絡先 

   ⑥その他サービスを選択するために必要な重要事項 

 ・掲載する情報の見直しを行い、利用者への正しい説明を行ってください。 

  ・苦情相談窓口に事業所の担当者名と連絡先に加えて下記を記載してください。 

   「岡山県国民健康保険団体連合会 ０８６－２２３－８８１１」 

   「岡山市事業者指導課      ０８６－２１２－１０１２」 

  「岡山市介護保険課       ０８６－８０３－１２４０」 

・岡山市以外の市町村が「通常の事業の実施地域」となっている場合は、当該市町村介護保険

担当課の連絡先も記載すること。 

 

■提供拒否の禁止 

 ・要介護度や所得の多寡を理由にサービス提供の拒否はできない。 

 ・正当な理由とみなされる例 

①事業所の現員では対応しきれない場合。 

②利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合。 

③適切な福祉用具を提供することが困難である場合。 

 

■サービス提供困難時の対応 

・受け入れができない場合は、次の対応を速やかに行うこと。 

①当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡 

②他の事業者等の紹介 

③その他必要な措置 

 

■受給資格等の確認 

・サービス提供の開始に際しは、必ず被保険者証（原本）により次の内容を確認すること。 

   ①被保険者資格 

   ②要介護認定の有無 

   ③要介護認定の有効期間 

・被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し、当該被保険者が留意すべき事項

に係る認定審査会意見が記載されている場合は、これに配慮してサービスを提供に努めること。 

※給付制限の有無、介護認定審査会の意見の欄も確認しておくこと。 
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■心身の状況等の把握 

 ・本人や家族との面談、サービス担当者会議等を通じて把握した利用者の心身の状況等の内容を記

録として残すこと。 

×サービス提供開始時及び計画変更時等において把握した、利用者の心身の状況等について記

録していない。 

 

■居宅介護支援事業者等との連携 

 ・福祉用具貸与・販売を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

・利用者の心身の状況、福祉用具の特性、その者の置かれている環境を十分に踏まえ、福祉用具が適

切に選定され、かつ、使用されるよう、サービス担当者会議等を通じ、介護支援専門員に対して専

門的知識に基づき助言を行うことにより、必要に応じた居宅サービス計画の見直しが行われるよう

にすること。 

 

■居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

・居宅サービス計画と実施したサービス提供の内容は、整合させる必要がある。 

・居宅サービス計画に基づかないサービス提供については、介護報酬を算定することはできない。 

×居宅サービス計画と実際に実施したサービス提供の内容が整合していない。 

 

■身分を証明する書類の携行 

・事業所の名称、従業者の氏名を記載するものとし、当該従業者の写真や職能の記載を行うことが望

ましい。 

×事業所の従業者である旨の証明書が作られていない。 

 

■サービスの提供の記録 

・利用者の心身の状況の記載がないものや、単にサービス内容を記載しただけのもの等、記録として

不十分なものが見受けられるので、今後のサービス提供に活かすために、利用者の心身の状況につ

いて把握したことについても記録すること。 

  ※【福祉用具貸与】については、以下について記載すること。 

    ①提供の開始日、終了日 

    ②種目、品名、介護給付の額 

    ③利用者の心身の状況 

    ④その他必要な事項 

  ※【福祉用具販売】については、以下について記載すること。 

    ①提供日 

    ②提供した具体的なサービス内容 

    ③利用者の心身の状況 

④その他必要な事項 

・利用者からの申し出があった場合には、当該情報を提供すること。 

・サービス提供の記録は、介護報酬の請求の根拠となるため、介護報酬の請求内容を説明できるだけ

の内容の記録が必要となる。 
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■利用料等の受領【福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与】 

販売費用の額等の受領【特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売】 

・サービス提供に係る支払いを受けた都度、利用者に領収証を交付すること。 

   ※口座振込の場合であっても領収証を交付すること。 

  ※介護報酬自己負担額及びその他の費用の額（各費用ごと）を区分して記載すること。 

×利用者負担に対し利益の供与を行っている。 

×利用者に領収証を交付していない。 

※下記の場合、介護保険請求はできません。 

①受領した自己のサービス提供に係る利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的

又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減している場合 

②自己以外の者が自己のサービス提供に係る利用者負担を前提として、自己の利用者に対して

金品その他の財産上の利益を供与している場合 

・利用料（販売費用の額）以外に次の費用について支払いを受けることができる。 

①通常の事業の実施地域を超えた地点からの交通費 

②福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に係る費用 

なお、上記①②の支払いを受ける事業所は、運営規程に料金等を明確に規定しておくこと及び、

あらかじめ説明を行い、利用者の同意を得ること。 

・前払いによる利用料の徴収について 

福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与）事業者は、利用者から前払いにより数箇月分の利用料を徴

収することも可能とするが、利用者の要介護認定の有効期間を超える部分について前払いにより利

用料を徴収してはならない。 
×利用料の徴収を行わず保険請求することは、介護保険法に定める代理受領の要件を満たさな

いため、請求自体が認められない。 

 

■保険給付の請求のための証明書の交付 

 〇福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

法定代理受領に該当しない福祉用具貸与に係る利用料の支払いを受けた場合は、次の事項を記載し

たサービス提供証明書を交付すること。 

①提供した福祉用具貸与の種目 ②品名 ③費用の額 ④その他必要と認められる事項 

〇特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 

福祉用具販売に係る販売費用の額の支払いを受けた場合は、次の書類等を利用者に交付すること。 

①当該福祉用具販売事業所の名称、提供した特定福祉用具の種目、品目の名称、販売費用の額、

その他必要事項を記載した証明書 

②領収書 

   ③当該特定福祉用具のパンフレット、当該特定福祉用具の概要 

 

■福祉用具貸与・特定福祉用具販売の基本取扱方針  

・利用者の要介護又は要支援状態の軽減又は悪化の防止並びに介護者の負担の軽減に資するよう

その目標を設定し、計画的に行うこと。 

・常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与・販売すること。 

・自主評価のみならず多様な評価の手法を用いて提供するサービスの評価を行いサービスの質の

改善を行うこと。 

 

■福祉用具貸与・特定福祉用具販売の具体的取扱方針 

・居宅サービス計画に、福祉用具が必要な理由（貸与の場合は継続使用が必要な理由）が記載される

よう、福祉用具相談専門員はサービス担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言
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及び情報提供を行う等の必要な措置を講じること。 

・指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉

用具に関する情報を利用者に提供すること。 

×サービス担当者会議録に、福祉用具の必要性の検討についての記載がない。 
×福祉用具の修理や点検に、事業所の福祉用具専門相談員が関わっていない。 

・サービス担当者会議録は、各事業所自ら、関係する内容の記録をとっておくこと。指定介護予防

福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況

を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。 

・指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、

かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉

用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の

貸与に係る同意を得ること。 

 

■福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画の作成 

・利用者の状態に応じた福祉用具の選定や介護支援専門員等との連携を強化するため、利用者ごと

に個別サービス計画の作成が義務づけられている。 

・福祉用具貸与（販売）計画（以下「福祉用具サービス計画」という。）の様式については、必要

な事項が盛り込まれていれば、各事業所ごとに定めるもので差し支えない。（一般社団法人全国

福祉用具専門相談員協会が提案する「福祉用具サービス計画書」等を適宜参考とすること。） 

・福祉用具サービス計画は、利用者の自立支援に資するものであること。 

・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の意義や、当該計画に基づくサービス提供方法及び

計画の基本的な作成・活用方法についての理解が求められる。 

・利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、福祉用具貸与（販売）の目標、当該

目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与（販売）計画を作成す

ること。この場合において、福祉用具販売（貸与）の利用があるときは、その計画と一体のもの

として作成すること。 

・既に居宅サービス計画（介護予防サービス計画）が作成されている場合は当該サービス計画の内

容に沿って作成すること。 

・福祉用具貸与（販売）計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対し説

明し、利用者の同意を得ること。 

・福祉用具貸与（販売）計画を作成した際には、当該福祉用具貸与（販売）計画を利用者及び当該

利用者に係る介護支援専門員に交付すること。 

※護支援専門員に計画（基本情報・選定提案・利用計画）を交付することが福祉用具貸与事業所

に義務付けられています。 

Χ適切なアセスメントが行われていない。 

Χケアプランの内容と福祉用具サービス計画の内容に整合性がない。 

Χ特定福祉用具販売の計画が福祉用具貸与計画と一体的に作成されていない。 

 

（参考）居宅介護支援事業の基準 

居宅サービス計画内への記載は、居宅介護支援の基準条例第16条中に、下記が明示されています。 

・介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の

妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時、

サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、

継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載すること。 

・介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利

用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載すること。 
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■運営規程  

・重要事項説明書は運営規程等を基に作成されるべきものであるため、重要事項説明書と運営規程

の内容に齟齬がないようにしてください。 

①事業の目的及び運営の方針 

②従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ※従業員の員数は、人員基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、

「〇人以上」と記載することも差し支えありません。利用者に交付する重要事項説明書に

記載する従業員数についても同様です。 

③営業日及び営業時間 

④指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 

⑤通常の事業の実施地域 

⑥事故発生時における対応方法  

⑦虐待防止のための措置に関する事項 

⑧成年後見制度の活用支援 

⑨苦情解決体制の整備 

⑩その他運営に関する重要事項 

・複数の福祉用具を貸与する場合は、あらかじめ減額の規程を届け出ることにより、通常の福祉用

具貸与価格から減額して貸与することが可能です。 

 

■勤務体制の確保等  （令和3年4月改正）  

※令和3年度改定により、新たに職員研修が義務付けられたものは下記のとおりです（一部、経

過措置有り）。 

  ・自然災害に係るＢＣＰに関する研修（令和6年3月31日期限） 

・感染症に係るＢＣＰに関する研修（令和6年3月31日期限） 

  ・感染症予防及びまん延防止に関する研修 

  ・高齢者虐待防止に関する研修 

  ・ハラスメント防止に関する研修 

・情報セキュリティ・個人情報保護等に関する研修（電磁的記録等を行っている事業所） 

 

 ・従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種（管理者、福祉用具専門相談員）、兼務関係

などを明確にすること。 

  ・全ての従業者を記載し、事業所ごと、月ごとに作成するとともに、勤務の実績とともに記録する

こと。 

 ・福祉用具貸与事業者は、適切な指定福祉用具貸与の提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより福祉用具専門相談員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。  
 ・職場におけるハラスメント防止ため、事業主が講ずるべき措置の具体的内容は、 

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の
方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

②相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
相談に対応する対応者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあら
かじめ定め、労働者に周知すること。 

 ・顧客等からの著しい迷惑行為の防止のため、事業主が講じることが望ましい取組は、 
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
②被害者への配慮のための取組：メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対
応させない等 

③被害防止のための取組：マニュアル作成や研修の実施等状況に応じた取組 
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■業務継続計画の策定等（令和3年4月改正：令和6年3月31日までの間は努力義務） 

  ・福祉用具貸与事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定福祉用具貸

与の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければ

ならない。 

 ・福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

 ・福祉用具貸与事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。 

 

■適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等 

・福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために研修計画を作成し、当該計画

に従い、研修を実施しなければならない。 

・指定福祉用具貸与事業者は、従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

・福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定福祉用具貸与の目的を達するために必要な

知識及び技能の習得、維持及び向上に努めなければならない。 

 

■衛生管理等（福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与） 

・福祉用具の保管又は消毒業務を他の事業者に行わせる場合は、当該業務が適切な方法で行われるこ

とを担保するため、当該業務に係る委託契約において、下記の事項を文書により取り決めること。 

   イ 委託等の範囲 

ロ  委託業務の実施に当たり遵守すべき条件 

ハ 受託者の従業者により委託業務が運営基準に従って適切に行われていることを指定事業者が

定期的に確認する旨 

     → 確認結果の記録を作成すること 

ニ 指定事業者が委託業務に関し受託者に対し指示を行い得る旨 

     → 指示は文書によりおこなうこと 

ホ 指定事業者が委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう指示を行った場合

において当該措置が講じられたことを指定事業者が確認する旨 

        → 確認結果の記録を作成すること 

へ 受託者が実施した委託業務により利用者に賠償すべき事故が発生した場合の責任の所在 

   ト その他委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項 

・福祉用具の保管又は消毒を委託している場合には、当該保管又は消毒の業務の実施状況について定

期的に確認し、その結果を記録すること。 

 

（令和3年4月改正：令和6年3月31日までの間は努力義務） 

・福祉用具貸与事業者は、当該福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう

に、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

①当該福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用し

て行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。 

②福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

③福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に実施すること。 
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■掲示及び目録の備え付け  

・取り扱う福祉用具の品名及び利用料その他必要事項が記載された福祉用具の目録等を備え付ける

こと。 

・受付コーナー、相談室等利用申込者等が見やすいよう工夫して掲示すること。 

・利用者等誰もが閲覧できるように、ファイル等に入れて、受付コーナー、相談室等に立て掛けてお

くことでも差し支えない。 

 

■居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

・居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用

させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

  ※参照：「居宅介護支援事業者に対する利益供与について（通知）」（H25.9.10岡事指第646号） 

 

■秘密保持等 

×従業者の在職中及び退職後における、利用者及びその家族の個人情報に関する秘密保持につい

て、事業者と従業者間の雇用契約、就業規則、労働条件通知書、誓約書等で取り決めが行われて

いない（就業規則のみでは、退職後まで効力が及ばない）。 

×サービス担当者会議等において、利用者家族の個人情報を用いることについて、利用者家族

の同意を得ていない。（利用者家族の同意を得る様式になっていない。） 

・利用者の家族の個人情報を使用する可能性もあるため、利用者だけでなく家族について

も署名できる様式にしておくこと。 

 

■苦情処理 

・苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録すること。また、苦情の内容を踏まえ、サー

ビスの質の向上に向けた取り組みを行うこと。 

×苦情処理に関する記録様式（処理簿･台帳等）が作成されていない又は苦情処理の内容が記

録様式に記録されていない。   

 ×苦情の内容の記録のみで、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための取組

み」などが記録されていない。「再発防止のための取組み」が行われていない。       

 

■事故発生時の対応 

・岡山市介護保険事故報告事務取扱要綱に定める基準により事業者指導課へ適正に報告を行

うこと。 

 ×事業所として「再発防止のための取組み」が行われていない。 

  ×事故の内容の記録のみで、「事故発生後の状況」、「事故の原因分析」、「再発防止策」などが

記録されていない。 

 

■虐待の防止 （令和3年4月改正：令和6年3月31日までの間は努力義務） 

・福祉用具貸与事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 福祉用具貸与事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。 

(2) 福祉用具貸与事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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■会計の区分 

・介護保険事業と他の事業の経理・会計を区分すること。 

 

■記録の整備  独自基準あり  

・利用者に対するサービス提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

 

「完結の日」 〔解釈通知〕 

「完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施設への

入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指す

ものとする。 

 

〇福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

   (１) 福祉用具貸与計画 

   (２) 条例第262条第4項の規程による結果の記録（委託先の保管又は消毒業務の実施状況） 

   (３) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

   (４) 市町村への通知に係る記録 

   (５) 苦情の内容等の記録 

   (６) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

   (７) 勤務の体制等の記録 

   (８) 介護給付、予防給付及び利用料等に関する請求及び受領等の記録 

  
〇特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

(１) 福祉用具販売計画 

(２) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(３) 市町村への通知に係る記録 

(４) 苦情の内容等の記録 

(５) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(６) 勤務の体制等の記録 

(７) 介護給付、予防給付及び利用料等に関する請求及び受領等の記録 

 

 

６ 雑則 

■電磁的記録等（令和3年4月改正） 

・指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに

類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

・指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、

締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定において書

面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を

得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識するこ

とができない方法をいう。）によることができる。 
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Ⅳ 介護報酬の算定上の留意事項について 

 

■全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の取扱いについて 

 （介護保険最新情報vol.８４６、令和２年６月１２日事務連絡） 

 ・平成３０年１０月から商品ごとに全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限（以下「上限価

格等」という。）の設定がなされました。設定された上限価格等は、おおむね１年に１度の頻

度で見直しを行っていましたが、令和３年４月貸与分から適用する価格を見直した上で、他サ

ービスと同様、３年に一度の頻度で見直しを行うことになりました。 

また、新商品については、これまでどおり３か月に１度の頻度で上限価格等を設定しますが、

令和２年７月貸与分、１０月以降貸与分及び令和３年１月以降貸与分として上限価格等を設定

する商品については、次回の見直しは、令和６年４月貸与分から適用する価格において行うこ

とになります。 

・貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されません。 

 ※全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行うに当たっては、月平均１００件以上の貸

与件数がある商品について適用します。 

 

■利用者が負担すべき額を適正に受けること 

 ・ 基準通知の改正により、平成１５年４月１日以降は、利用者が負担すべき額の支払いを適正

に受けなかったときは、直ちに指定を取り消すことができること。 

   また、法改正により、取消の日から５年間は再指定を受けることができない。 

 ・ いったん利用料を受領した後にキャッシュバックしている場合も指定取消の対象となる。（キ

ャッシュバックは、現金以外の商品券、金券、現物等であっても不可） 

 ・ 契約社員の個人的な行為と抗弁しても認められない。社員教育を徹底すること。 

 

■利用料・販売費用の額等の受領について 

 ・ 事業所に備え付けられた目録に記載された利用料の額・販売費用の額とすること。 

 ・ 利用料・販売費用の額を変更する場合（＝目録を変更する場合）は、遅滞なく（１０日以内に）

変更届を提出するとともに、利用者によって利用料に不公平が生じることがないよう、適正な対

応を行うこと（全員に同一の料金を適用すること） 

 ・ 原則、同一の条件で利用している福祉用具であるのに、利用者によって利用料の額が異なるの

は不適正であり、指導対象となる。 

 ・ 複数の特定の福祉用具の貸与を受けると割引になる場合（いわゆるセット割引）も不適正であ

り、指導対象となる。 

 ・ 届出により割引を適用する場合の取り扱いについては、「複数の福祉用具を貸与する場合の運

用について」を参照すること。 

 ・ 搬出入費用は利用料に含まれるため、「通常の事業実施地域外の交通費」及び「特別な措置が

必要な搬出入費」以外の費用は個別には評価しない。よって、利用者からの徴収は行えない。 

 ・（再掲）福祉用具貸与事業者が、受領した自己のサービス提供に係る利用者負担（又は特定福祉

用具の購入に要した費用）を金品その他の財産上の利益に替えて直接的または間接的に供与し、

事実上自己の利用者の利用者負担の全部または一部を軽減している場合、また、自己以外の者が

自己のサービス提供に係る（特定福祉用具の購入に係る）利用者負担を前提として、自己の利用

者に対して金品その他の財産上の利益を供与している場合は、介護保険への請求は行えない。 
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■月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について 

（福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与） 

（介護報酬に係るQ＆A（Vol.2）について（平成15年6月30日事務連絡）） 

 ・ 福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合は、

当該開始月及び当該中止月は、日割り計算又は半月単位の計算方法によって算定すること。 

 ※ 開始月と中止月が同じ場合は、貸与期間が一月に満たない場合であっても一月分の利用料金

として差し支えない。 

 ・ 日割り計算又は半月単位のいずれの場合においても、その算定方法を運営規程に記載すること。 

 ・ 介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載するよう留意

すること。 

 

■サービス相互間の算定関係            （福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与） 

 ・ 利用者が、次に掲げるサービスを受けている間は、福祉用具貸与費（介護予防福祉用具貸与費）

は算定しない。 

   ・（介護予防）特定施設入居者生活介護 （短期利用を除く） 

   ・（介護予防）認知症対応型共同生活介護（短期利用を除く） 

   ・地域密着型特定施設入居者生活介護 

   ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 ・ 利用者が施設サービスを受けている間（「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」への入

所、「介護老人保健施設」への入所、「介護療養型医療施設」への入院、介護医療院も同様）は、

福祉用具貸与費（介護予防福祉用具貸与費）は算定できない。 

 

 

Ⅴ 加算について （福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与） 

■特別地域加算【体制等に関する届出が必要】 

・特別地域に所在する指定福祉用具貸与事業所において、指定福祉用具貸与を行った場合は、当該

加算を算定する。 

【岡山市における対象地域】Ｒ３改正においては、市内の対象地域に変更ありません。 

  離島振興対策地域 ・・・犬島 

  振興山村・・・旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）、 

               旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）、 

               旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）、 

旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田） 

 

■中山間地域等における小規模事業所への加算 

岡山市に所在する事業所は、当該加算の対象とはなりません。 

 

■中山間地域等に居住する者にサービスを提供した事業所への加算 

・中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定福祉用具貸

与を行う場合は、当該加算を算定する。 

 ・当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に加算。 

 ・個々の福祉用具ごとに加算。 

 ・当該福祉用具貸与事業所の通常の事業の実施地域において福祉用具貸与を行う場合に要する交通

費に相当する額の【３分の１】に相当する額を１単位の単価で除して得た単位数を加算する。 

  ただし、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の【３分の１】に相当する額を限度とする。 

・各事業者が、運営規程に定めている通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供する場合に 
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認める。 

 ・当該加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を超えた地点からの交通費の支払いを受ける

ことはできない。 

 ・複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合は、当該指定福祉用具貸与に要する費

用の合計額の３分の１に相当する額を限度として加算する。 

   この場合において、交通費の額が当該３分の１に相当する額に満たないときは、当該交通費を

合理的な方法により按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にすること。 

 ※「中山間地域等」とは、半島振興法、特定農山村法、山村振興法、離島振興法、沖縄振興特別措

置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法過疎地域自立促進特別措置

法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律に指定されている地域をいう。 

※特別地域加算対象地域についても対象となる。 

 

 

Ⅵ その他留意事項について （福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与） 

 

■福祉用具の製品事故等の情報収集について 

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境に応じた選定がなされたうえで、利

用者が適切に使用するよう、継続定期な使用状況の確認等、安全性を確保する必要がある。 

  福祉用具の製品事故等の情報は重要であることから、各事業所においては、随時、様々な手段で

情報収集を行うこと。 

  特に、対象福祉用具の製造者名、製品名が分かった場合、利用者への貸与・販売等がなされてい

ないか確認を行い、当該製品の利用があった場合は、連絡を行い適正な手続きを行うこと。 

  また、製造者名、製品名が分からなくても、事故の事例を収集し、福祉用具を貸与・販売する際

に、留意点等の説明を十分行うこと。 

  福祉用具の重大製品事故報告に係る情報提供については、令和３年３月５日付厚生労働省老健

局高齢者支援課事務連絡で通知したとおり、随時情報提供を行っていくので参考にすること。 

① 福祉用具製造者（営業担当者）からの情報収集 

   ② 日本福祉用具・生活支援用具協会（ＪＡＳＰＡ）ホームページからの情報収集 

http://www.jaspa.gr.jp/ 

③ 経済産業省（製品安全ガイド）ホームページからの情報収集 

        https://www.meti.go.jp/product_safety/index.html 

④ 消費者庁ホームページからの情報収集 

      https://www.caa.go.jp/notice/release/2020/ 

 

■医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて 

医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、遵守すべき事項及び

遵守することが望ましい事項が具体的に示されています。 

  各事業者においては、法令、基本方針及び本ガイダンスの趣旨を踏まえ、個人情報の適正な取扱

いに取り組むこと。 

  ※次の厚生労働省ＨＰや、個人情報保護委員会のＨＰを参照してください。 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 
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Ⅶ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 Ｑ＆Ａ  

（福祉用具貸与Ｑ＆Ａ） 

【日割り算定等について】  

（問１） 

   月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について 

（答） 

福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、暦月単位の実勢価格としている。

福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合につ

いては、当該開始月及び中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法

を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者における給付計算

が適切になされるよう、その算定方法を運営規程に記載する必要がある。 

なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載すること

となったことに留意する。 

（H15.6.30介護報酬に係るQ&Avol.2） 

 

 【付属品を追加して貸与する場合】 

 （問２） 

車椅子やベッドを借りた後、身体の状況の変化等により必要がある場合には、付属品のみを追加

して貸与を受けることも可能か。 

（答） 

平成12年1月31日老企第34号通知の付属品の説明に記載されているとおり、既に利用者が車椅

子や特殊寝台を介護保険の給付として貸与されている場合、後から追加的に貸与される場合

も算定できる。 

（H12.4.28介護報酬等に係るQ&A vol.2） 

 

 【付属品のみの貸与】 

 （問３） 

介護保険の給付を受けずに車いす、特殊寝台を使用している者が、車いす付属品、特殊寝台付属

品のみの貸与を受けた場合でも、介護保険の給付対象となるか。 

（答） 

既に車いす、特殊寝台を使用している場合には、これらについて介護保険の給付を受けている

か否かにかかわらず、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与について保険給付を受けるこ

とは可能である。 

（H12.11.22福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて） 

 

 【体位変換器】 

 （問４） 

福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」と

あるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にでき

るような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではな

いと解してよいか。  

 （答） 

当該ただし書きは、まくら、座布団等、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものを除

外する趣旨である。従って、使用法によっては体位の保持の機能を持つものであっても、身体

の下への挿入が容易で、かつ、挿入後も形態が崩れないなど体位の変換に容易に活用できるも

のであれば、対象となる。          （H14.3.28事務連絡運営基準等に係るQ&A） 
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 （問５） 

同一品目の福祉用具を複数レンタルすることは可能か。 

（答） 

屋内用と屋外用の２台の車いすをレンタルする場合等必要性が認められる場合は可能である。 

（WAMNET Q&A） 

 

 【利用料金の設定について】 

 （問６） 

利用料については搬出入料を含めることになるが、６ヶ月の貸与期間で、搬出入料を一月目にま

とめ、あとの５ヶ月間については平準化した料金を設定するのは可能か。 

（答） 

搬出入費の考え方については、レンタル価格に包括して平準化する事としており、初月に搬出

入費をまとめることは、平準化しているとは言えないことからできない。 

（WAMNET Q&A） 

 

 【複数商品の提示】 

 （問７） 

機能や価格帯の異なる複数の商品の提示が困難な場合は、一つの商品の提示で良いか。 

（答） 

例えば、他に流通している商品が確認できない場合、福祉用具本体の選択により適合する付属

品が定まる場合等は、差し支えない。 

（H30.3.23平成30年度介護報酬改定に関する Q＆Avol.1） 

 

（特定福祉用具販売Ｑ＆Ａ） 

 【腰掛け便座の給付対象範囲】 

 （問１） 

腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、

特に制限はないか。 

（答） 

家具調のもの等、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。 

（H12.4.28介護報酬等に係るQ&A vol.2） 

 

 【部品購入費】 

 （問２） 

介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象

となるか。 

（答） 

福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の

構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市町村が部品を交換する

ことを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となる。 

（H12.4.28介護報酬等に係るQ&A vol.2） 

 

 【福祉用具購入費の支給】 

 （問３） 

福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理はいずれの年度において行われ
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るか。 

①平成12年度に福祉用具の引渡を受け、平成13年度に代金を支払い保険給付を請求したケース 

②平成12年度に福祉用具の引渡を受け代金も支払ったが、保険給付の請求は平成13年度に行っ

たケース 

（答） 

介護保険法第44条においては、福祉用具を購入したとき、すなわち代金を完済したときに保険

給付の請求権が発生し、当該購入した日（代金を完済した日：実務的には領収証記載の日付）

の属する年度において支給限度額を管理することとされている。 

   したがってケース①は平成13年度において、ケース②は平成12年度において、それぞれ限度額

管理が行われる。 

     ※保険給付の請求権の消滅時効については、保険給付の請求権の発生時（代金を完済した

日）の翌日を起算日とする。 

（H14.3.28運営基準等に係るQ&A） 
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Ⅷ　軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
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